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別紙 
 

１、不正行為の有無並びに関与について 
 告発されました事案以外のバスにかかる不正行為の有無並びに関与事実につき、当社・

いすゞ自動車株式会社・東京いすゞ自動車株式会社から構成する「３社合同調査委員会」

を設け、調査いたしました。また、日野自動車株式会社とも連携を取り、調査致しました。

当社部分について、その結果を以下に示します。 
(１) 調査結果 

上記調査結果からは、当社について以下のことが認識できました。 
1) 当社受注設計部の社員が、過去に車検書類に記載する重量について虚偽記載をした

行為があったことが判明しました。 
2) 当社品証・サービス部の社員が、過去に車検対策の一部に関与した行為があったこ

とが判明しました。また、当社の協力事業者においては車検対策を直接行った旨の

証言もありました。 
     
２、不正な手段で自動車検査証を取得した可能性のある車両の調査について 
 当社はメーカー(いすゞ自動車株式会社、日野自動車株式会社を言う。以下同じ。)と協力

して、残存する全ての重量測定データを調査、分析致しました。 
 調査対象台数は 9，149 台〔ジェイ・バス発足後に製作した車両で、宇都宮事業所 3，849
台、小松事業所 5，300 台の合計。〕であり、対象期間としては平成 16 年 10 月以降です。 
 この調査結果から不正な手段で自動車検査証を取得した可能性のあると判断した車両は

以下のとおりです。 
  

台数 
(内数) 
宇都宮事業所 

(内数) 
小松事業所 

大型観光・高速路線車 ２０台 ７台 １３台

大型路線・自家用車 2 台 ０台 ２台

中型観光・路線・自家用車 ２台 ０台 ２台

小型 ０台 ０台 ０台

合計 ２４台 ７台 １７台

 
 製造年度別にまとめますと下表の通りとなります。 
 宇都宮事業所 

製造年（平成） 16 年 17 年 18 年以降 合計 
大型観光・高速路線車 ０台 ７台 ０台 ７台

大型路線・自家用車 ０台 ０台 ０台 ０台

中型路線・自家用車 ０台 ０台 ０台 ０台

合計 ０台 ７台 ０台 ７台

  



ジェイ・バス（株）からの報告 

JBUS 2/9 

小松事業所 
製造年（平成） 16 年 17 年 18 年以降 合計 
大型観光・高速路線車 ２台 １１台 ０台 １３台

大型路線・自家用車 １台 １台 ０台 ２台

中型観光・自家用車 ２台 ０台 ０台 ２台

小型 ０台 ０台 ０台 ０台

合計 ５台 １２台 ０台 １７台

 
３、対象車への対応 
 当社は、メーカーと共同して、今後速やかにお客様にお知らせしご理解を頂いた上で、

車両重量測定などの仕様確認を行った後、装備品の見直しや乗車定員減による措置を講じ、

構造変更申請等の必要な手続きを行いたく存じます。 
 
４、原因について  
(1) 当社、メーカー、販売会社との業務分担が不明確 

明確な業務フローがなく、また業務分担が不明確であったため、当社は車両重量につい

て保証するとの認識に欠けていた面がありました。 
(2) 当社、メーカー、販売会社の責任の所在が不明確 

三社の担当者間の約束事で業務を推進してきたことが見受けられ、明確な責任者を指名

するということなしに漫然と業務を進めてきたことがあげられます。 
関係部署の社員の多くが不正が行われているとの漠然とした認識をもっていたものの、

これを改善するという責任は自分ではないという意識から見過ごしてきたといえます。 
(3)法令順守意識が希薄であった 

当社は平成 17 年 4 月からコンプライアンス活動を開始致しましたが、平成 17 年の時点

で止め得なかったことは、コンプライアンス活動が徹底できず、コンプライアンス意識

が希薄であったと判断しております。 
 
５、再発防止対策 
 当社は把握した原因に基づき、下記の対策を講じ再発撲滅を徹底いたします。 

（一部は既に実施済み） 
(１)業務における責任明確化 

メーカー・当社・販売会社の三社間の業務の責任体制を明確化致しました。      
（別紙１，２） 

(２) 再発防止のための業務フローの作成 

受注から納車までの業務フローを平成 19 年 2 月に作成致しました。 

（別紙３） 

その中に、再発防止の「関所」となる検討会及び法規関連仕様会議の開催、関係部長の



ジェイ・バス（株）からの報告 

JBUS 3/9 

責任明確化、社内会議（品証会議）の開催等を明記しました。 

また、業務フローに記載してある検討会等の業務手順書を作成致しました。 
 
(３) 社内会議（品証会議）での仕様検討の結果報告 

業務フローにも記載しておりますが、平成 18 年 4 月から毎月の品証会議で受注仕様検

討の結果報告を実施しております。 

今後は品証会議の議事録をメーカーに配布し、商談時の仕様確認に生かす仕組みと致し

ました。 

(４)コンプライアンス体制の確立 
平成 17 年７月にコンプライアンス宣言を実施致しました。 

平成 17 年 10 月以降に毎月コンプライアンス委員会を開催、継続しております。 

平成 17 年 10 月以降に内部監査に着手、継続しております。 

平成 18 年 6 月にコンプライアンス推進グループをコンプライアンス推進部に改組しま

した。 

これからもコンプライアンス委員会の開催、内部監査を継続実施致します。 
加えて、内部通報制度の充実を平成 19 年４月末までに実施致します。 

(５) 社内規則の見直し 

上司の権限の明確化と権限委譲する際の社内規定の見直しを、また、同種の不祥事の再

発を防止するためのハドメ策(道路運送車両法・道路運送車両の保安基準の遵守、違反

者の懲戒処分等)を立案し、今後も継続・定着させるために社内規定の制定を平成 19 年

3 月末までに実施致します。 

(６)関係役員、社員の懲戒処分、人事異動の実施 

社長以下の常勤取締役、常勤監査役、常務執行役員、執行役員等の 7名及び社員 8名の

計 15 名に対し平成 19 年 3 月 1日付で社内処分を実施致しました。 

処分内容は常勤取締役等７名は減俸、社員 8名は訓戒とし、加えて、部長級 3名の人事

異動を実施致しました。 

(７)教育の実施 

コンプライアンス遵守、道路運送車両法等の講習会を関係者に対して平成 19 年 4 月末

までに実施致します。 
以上 



バスの商談から納入までの業務と帳票(いすゞ自動車殿)

工程 業務内容 販社 いすゞ ｼﾞｪｲ･ﾊﾞｽ 帳票等

　①販売会社、ユーザー間で商談開始 ◎

　②ユーザーと仕様内容を検討 ◎

　③受注情報に基き、ジェイ・バスの生産計画に反映 〇 ◎

　④仕様内容・納期・価格等についてユーザーと合意　 ◎

　①販売会社がユーザーから正式受注 ◎

　②販売会社がいすゞへ車両注文書を送付 ◎ 車両注文書

　③当該注文についてジェイ･バスでの生産計画を確定（納期の確定）　 ◎ ◎

　④仕様内容の結果を、「バスボデー製作仕様書」として作成、発行 ◎ バスボデー製作仕様書

　①いすゞがジェイ・バスへシャシのユニット・部品を支給（売却） ◎

　②ジェイ・バスが「バスボデー製作仕様書」に基いてボデー部品を手配 ◎

　③生産 ◎

　④ジェイ・バスで完成検査、検査後いすゞへ完成報告を行う ◎ 改造概要等説明書等（車検書類）

検収 　①ジェイ・バスにおいてユーザー・販売会社・いすゞ立会いのもと車両検収を行う ○ ○ ◎

　①いすゞが販売会社に対し出荷処理（売上）を行う　（車両の所有権が販売会社へ移転） ◎

　②車両の出荷（発送） ○ ◎ ○

　①車両を検査場へ持ち込み新規検査を受け登録を行う ◎ 自動車検査証

　②ユーザーへ納車（ユーザーの現地立会要請がある場合はジェイバスがサービス員を派遣） ◎ ○ ○

◎：主担当　○：支援　

登録
納入

受注

商談

生産

出荷

別紙　1-1
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バスの商談から納入までのフローチャート（いすゞ自動車殿）

別紙　1-2

商談

販売会社

いすゞ

ジェイ・バス

生産 登録・納車

製作仕様書

ユーザと調整(仕様/価格/納期)

ユーザー

車両注文書

シャシ
部品手配

  〔バス生産〕
結合
塗装
艤装
エンジン搭載
工作完
検査

完成報告

完成入力

車両検収

車両発送

車両搬入

新規検査/登録

登録準備

納車

車両仕入

車検書類

車検証

出荷検収受注

生産計画/仕様成立性/
納期等検討

車両注文書

生産計画確定

車両検収

車両検収

出荷処理(売上)

関係会社

商談/仕様/価格/納期の調整

価格/納期/仕様検討
保安基準適合性

生産計画確定 シャシ
部品購入

ボディー部品
手配

車両検収

仕様決定

仕様確定

仕様検討依頼

受注

発注

車両注文書

不適合
調査、改修

適合

完成検査

シャシ
部品手配

小松事業所

宇都宮事業所

製作仕様書

出荷申請書
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バスの商談から納入までのフローチャート（いすゞ自動車殿）改善後

別紙　1-3

商談

販売会社

いすゞ

ジェイ・バス

生産 登録・納車

仮製作仕様
書

ユーザと調整(仕様/価格/納期)

ユーザー

予約注文 車両注文書

シャシ
部品手配

  〔バス生産〕
結合
塗装
艤装
エンジン搭載
工作完
検査

完成報告

完成入力

車両検収

車両発送

車両搬入

新規検査/登録

登録準備

納車

車両仕入

車検書類

車検証

出荷検収受注

生産計画/仕様成立性/
納期等検討

車両注文書

生産計画確定

車両検収

車両検収

出荷処理(売上)

関係会社

商談/仕様/価格/納期の調整 内示

価格/納期/仕様検討
保安基準適合性

生産計画確定 シャシ
部品購入

ボディー部品
手配

車両検収

仕様決定

※1

※2
重量検討書

の承認
バス営業部

長決裁

※3

保安基準適合性確認
重量の確認項目追加

１．いすゞによる指導
２．検査適正監査(年2回）法規関連仕様会議を

適宜開催
いすゞとジェイバスの

協業により的確な
仕様を検討する

※4

ジェイバス品証
会議毎月開催

品質保証部
ジェイバス品

証会議議事録
チェック

※5

※6バス製作仕様書発行
バス営業部長決裁

仕様確定

仕様検討依頼

保安基準
検討

成立不成立

業務フローの見直し
＊１，２，３，４，５，６は改善内容

価格/納期/仕様検討
保安基準適合性

生産計画/仕様成立性/
納期等検討

保安基準
検討

受注

発注

不成立 成立

車両注文書

不適合
調査、改修

適合

完成検査

受注申請書

シャシ
部品手配

本製作仕様
書発行

小松事業所

宇都宮事業所

出荷申請書
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バスの製造に係る商談～納車までの業務フロー（日野自動車殿）

帳 票

お客様

販売会社

日　野

ｼﾞｪｲ･ﾊﾞｽ

商　談 受　注 生　産 完成検査
お客様

立会確認
出荷検査 登　録 納　車

◇

◆

◇

◇

仕様打合せ

仕様・見積
検討依頼

仕様・見積
検討依頼

見積
回答

見積
回答

見積
提示
↓

受注

車両製作

仕
様
検
討
結
果
回
答
↓
承
認

◇

◆

◇

◇

発注

生産
手配

生産
手配

◆
仕様書⇔現車

確認

◇

◆

完成
報告

買上
処理

◆

◇

◇ ◇

◆

◇

出荷
報告

売上
処理

出
荷

◇

◆

登
録
用
資
料
提
供

◇

◆

納車

登録

出来映え
確認

品質・法規
適合確認

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

登録用資料
作成

・検討依頼書　兼　回答書

・質量推定書

・スペックシート

・生産手配依頼書 ・バス生産実績（整備完成・出車）日報

・重量分布計算書
・外観図（車体図）
・内装材難燃基準適合検討書

◆：主担当 ◇：担当

・スペックシート ・スペックシート
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：要請に応じて対応

判定基準▲50kg
超で対応拒否

判定基準▲20kg
超でL/O停止

判定基準▲20kg
超で出荷停止

スペックシート
作成

＊

＊ ＊

＊：今後更に管理体制を強化していく工程

別紙２



※　最大安定傾斜角度実測証明書は販社及びメーカー営業の依頼車両に限る

バスの商談から納入までのフローチャート（改善前）

商談～受注

販社
ﾒｰｶｰ営業

受注設計部

車両完成～出荷

受注情報ｶｰﾄﾞ

生　　　　　　　　産 納入時

車両注文書 生産計画確定

結合入計画表

プロコン会議

　

    バス生産

       検査

シャシ部品
生産手配

ボデ－
生産手配

完成入力

車検書類

車検書類 出荷計画表

車両発送

発送計画表

完成報告書

完成報告

工務部

品質管理部

品証・サービス部

重量，法規
適合性検討

仮仕様書
作成

重量，法規
適合性検討

製作仕様書
（正式版）

仮仕様書
朱書き

仕様変更依
頼書
回答

重量，法規適合性検討

仕様変更
依頼書

   実測表
重量／最大
安定傾斜角

仕様見直し
承認

仕様変更
依頼書

REBシャシ
部品要求表

   実測表
重量／最大
安定傾斜角

（空車重量）

燃料の換算等

仕様見直し
依頼

NG

OK

仕様
問合票

仕様変更
依頼書

最大安定傾斜
角度証明書

   実測
   重量／最大
安定傾斜角度

受注管理表

生産手配書

車両検収

確　認 発　行 受　領

図面作成

受託

現地立会
検収依頼書

納入立会時
指摘報告書

車両検収

別紙　３－１
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※はいすゞ自動車との間の特有業務フロー。

※　最大安定傾斜角度実測証明書は販社及びメーカー営業の依頼車両に限る

【注記1】 【注記2】

① 適合性の判断は，『法規適合性判断基準』による．小松⇔宇都宮間で共有する． ⑤ 検討会は，本業務ﾌﾛｰに記載する場合以外でも，法規適合性に関する問題が

生じた場合は必ず開催する．

② 検討会は仕様ｸﾞﾙｰﾌﾟＧＬが事務局となり開催し、首座の部長及びＧＬが出席，原則部長決裁とする．

必要な場合は他部署に出席を依頼する． ⑥ 不明な内容は検討会を実施、それでも判断不可能な時は設計に判断を委ねる．

⇒　結果は担当役員に報告，問題によっては役員決裁を仰ぐ．

③ 法規適合性不明な仕様についての最終判断はいすゞ，日野両社に求める．

④ 検討結果、法規に適合しない場合は、仕様の見直しを依頼する．

バスの商談から納入までのフローチャート（改善後）

商談～受注

販社
ﾒｰｶｰ営業

受注設計部

車両完成～出荷

※受注情報
ｶｰﾄﾞ

生　　　　　　　　産 納入時

別紙　３－２

生産計画確定

(宇都宮)：結合入計画表
(小松)：受注展開表

(宇都宮)プロコン会議
(小松)：順仕切会議

　
　　　生産

　　　検査

シャシ部品
生産手配

ボデ－
生産手配

完成入力

車検書類

車検書類
納入立会時
指摘報告書

車両発送

完成報告

工務部
(宇都宮)

工場管理部
(小松)

品質管理部

品証・サービス部

固有仕様検
討依頼書

製作仕様書
（正式版）

仕様変更依
頼書
回答

重量，法規適合性ﾁｪｯｸ

仕様変更
依頼書

重量 実測表 仕様見直し
承認

仕様変更
依頼書

重量 実測表

（空車重量）

燃料の換算等

仕様見直し
依頼

NG

OK

※仕様問合票

(小松)仕様変
更依頼書

仕様変更
依頼書

最大安定傾斜
角度証明書

   実測
   重量／最大
安定傾斜角度

いすゞ：受注管理表
日野：生産手配依頼書

出来栄え確認

確　認 発　行 受　領

図面作成
重量，法規
適合性ﾁｪｯｸ

※重量，法規
適合性ﾁｪｯｸ

検討会※検討会

注記１
注記１

注記１

保安基準がＮＧの場
合、解決するまでは出
荷停止

部長権限

検討会

受託

検討会

追加作業依頼の
受託止め・依頼書の
受付拒否

部長権限

現地立会
検収依頼書

法規関連仕様検討会議
（開催　適宜）
首座　受注設計部長
ﾒﾝﾊﾞｰ ﾒｰｶｰ：ﾊﾞｽ営業、 製
品企画、JBUS受注設計、
開発設計
・受注仕様における疑問
点・課題の議論・検討

　品質保証会議
　開催　毎月
　首座　品証担当役員
　ﾒﾝﾊﾞｰ　社長、副社長、両所長、両関連担当役員/部長、両受注設計部長
　　・製品ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ実績報告

出来栄え確認

問題が解決するまでは
結合入計画表に載せない

部長権限

検討会 検討会

注記１部長権限

法規に不適合な仕様は差戻す

ﾒｰｶｰ品質保証部に議事録を
提出する

固有仕様検討
依頼書

（回答書)

発送指示

　シャシ部品
　生産手配 完成報告

検討会

重量，法規
適合性ﾁｪｯｸ

再検討

結果報告

注記２

注記２
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